
桜丘中学校区における

「市長と語る会」発言に対する対応方針

〔 開 催 概 要 〕

日時：令和４年５月２７日（金）１８：００～１９：００

場所：桜丘西小学校　体育館

鹿児島市 市民協働課

令和４年８月



（別紙）発言要旨

番号 発言者 関係部局発言内容 市長回答 検 討 結 果 、今 後 の 方 針 等

➁

市民局
教育委員
会

2 桜丘東ま
ちづくり協
議会

1 国際文化
交流会ＴＥ
Ｎ

①

　これから梅雨や台風という、災害の時期を迎
える中で６月には全戸に新たな防災リーフレッ
トの配付を行うなど、市民の方々が普段いる場
所がどういう水害や崖崩れなどのリスクがある
のか認識をしながら日頃の備えができるような
取組みを行ってまいりたいと考えている。
その中で自主防災組織として、多くは町内会単
位で結成されていると思うが、複数の町内会で
一つの組織を結成されている例もある。このよ
うな組織を統合するのは少し時間もかかるた
め、まずは近くの自主防災組織と合同で防災訓
練を行う等、連携して活動していくことも一つ
の選択肢として考えていただきたい。連携した
活動を行う際に助成する手続きも利用しやすい
ように見直しているため、ぜひ担当課にご相談
いただきご利用いただきたい。
　また、自主防災組織の代表者を県が行ってい
るリーダー養成講座に派遣する制度もあるの
で、お気軽に担当課にご相談いただきたい。

② 桜島の噴火や大地震、台風などの大
規模災害が起きた時に、地域住民を
守る防災組織を町内会だけでなく校
区全体で作りたいので、実現に向け
て支援をお願いしたい。

地域の大人たちの知識や経験など文
化芸術活動を通して、これからの日
本を担っていく子ども達の精神文化
づくりに取り組むため、「スポーツ
少年団」の文化芸術版「文化芸術少
年団」を各地区に作っていただきた
い。

➀ 　鹿児島市では、子ども達が文化芸術に触れる
機会が大切だと考え、児童・生徒が文化芸術に
触れる機会を提供しているが、今年度から新た
に文化部活動で専門的な指導に対応できるよ
う、市立の中学校、高校に講師を派遣する仕組
みを導入したところである。
ぜひとも、学校とも連携をとっていただき、地
域の方から子ども達に教えて欲しいことやご意
見を寄せていただきたい。子どもの頃から文化
芸術に触れることは大事だと考えており、ご意
見を踏まえながら引き続き子ども達に礼儀作法
も含めた文化芸術が伝わるよう取り組んでいき
たい。

【市民局】【教育委員会】
　市長回答のとおり。

危機管理
局

【危機管理局】
　市長回答のとおり。
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番号 発言者 関係部局発言内容 市長回答 検 討 結 果 、今 後 の 方 針 等

3 桜丘西コ
ミュニティ
協議会

③ 市役所の職員の方々に町内会への
参加を呼び掛けても、色々な理由
で断られることが多くある。
市職員の方が町内会活動に参加し
ていただければ心強い。市として
は職員がどの程度町内会活動に参
加しているか、役員をしているの
か実態調査をされているのかをお
聞きしたい。

➂ 　職員の町内会の参加状況については、現役の
職員に対しては、しっかりと町内会へ加入し
て、役割を担うよう機会を捉えて要請してい
る。ＯＢ職員に関しては、定年退職時に、退職
した後も今までの経験を活かし町内会や地域の
活動に積極的に関わるよう毎年話をしている。
　ＯＢ職員の加入状況は把握できないが、現役
の職員の加入率は93.7％で、約170人が町内会や
コミュニティ協議会の役員として参加してい
る。今後も職員がさらに積極的に関わるよう意
識醸成を図っていきたい。
　その上で、役員の成り手を確保することが大
変だという状況については、役員の方の負担を
減らすということについて、例えば町内会もし
くはコミュニティ協議会で共通する会費の徴収
や回覧板、会報の発行などについて、ITを使っ
て負担軽減ができないかについて検討を始めて
いる。
　市の方で費用を負担し、このようなサービス
を使えば効率化ができるということを数年内に
皆さんにお示しして行きたい。
　この話は、どの地域に行っても頂く質問であ
り、大きな課題だと捉えているため、市の職員
に関しては積極的に参加を呼びかけるのはもち
ろんのこと、役員の方々の負担軽減が図れるよ
うに検討を進めていきたい。

市民局 【市民局】
　市長回答のとおり。
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番号 発言者 関係部局発言内容 市長回答 検 討 結 果 、今 後 の 方 針 等

5 ＮＰＯ法人
ＳＥＥＤ

⑤ ・市の１３地域のコミュニティス
ポーツクラブには育成連絡協議会
があるが、自分たちを含め後から
設立した５つのクラブは規約でそ
の協議会に入れない。これからス
ポーツクラブについて国の認証制
度が始まるが、市の協議会に入っ
ていないとその認証が受けられな
いため、支援をしていただきた
い。
・スポーツを通じて社会貢献した
いと考えているが、どのような取
り組みに需要があるか分からない
ため、地域にどのような課題があ
るか情報共有をお願いしたい。

⑤ 　今後部活の地域移行という大きな課題があ
る。そのために、受け皿となる地域のスポーツ
クラブが重要となると考える。
　ご質問のあった育成連絡協議会は、それぞれ
のクラブで、例えばどうしたら会員が増えるか
や、指導者が育成できるかなど、お互いのため
に非常に有用な意見交換の場であり、まずは鹿
児島市で活動している総合型スポーツクラブの
皆様を含めた意見交換の場へ参加団体の枠を広
げることについて、既存の１３の地域スポーツ
クラブの皆様へ投げかけてみたいと考えてい
る。

観光交流
局
教育委員
会
健康福祉
局

【観光交流局】
　今後、１３地域スポーツクラブで
組織する育成連絡協議会の場に、ま
ずは、個別に参加いただき、各クラ
ブの取組紹介をメインに意見交換等
を行う場を設けることとしている。

【教育委員会】
　市長回答のとおり。

【健康福祉局】
　市長回答のとおり。
　なお、高齢者の生きがいづくりや
健康づくりを促進する上で、運動や
スポーツに親しむことは有用である
と考えており、高齢者に対するス
ポーツの普及活動については、高齢
者クラブ連合会を通じた周知広報な
ど、協力できることもあるため、長
寿支援課へご相談いただきたい。

4 桜丘４丁
目町内会

④ ・「猫の適正飼養及び管理のガイ
ドライン」の見直し状況と地域猫
の対象とならない猫の取り扱いに
ついてどうなっているか。
・昨年9月に野良猫の不妊去勢手術
の費用助成について市に相談した
が、既に助成金の枠が埋まってお
り、来年度にならないと受けられ
ないという回答であった。地域猫
活動における不妊去勢手術助成の
予算執行のあり方について市の見
解を知りたい。

④ ・適正飼養ガイドラインについては、全国的に
猫の餌やり、多頭飼養の崩壊など、新たな課題
が出てくる中で、それらに対応した、野良猫の
対策や多頭飼養の届出、そしてミルクボラン
ティア活動など市の行っているサービスについ
ても記載をした新たなガイドラインを概ね来
月、今年の6月頃に見直しを行う予定である。現
在の課題に対応したガイドラインに改めて行き
たいと考えている。
・不妊去勢手術費用の助成について、昨年早々
に予算を消化してしまいご迷惑をおかけした。
　コロナの関係で大変財政が厳しい中、色々な
事業が削減せざるを得ない状況ではあるが、こ
の事業については今年度も昨年度並みの予算を
確保したところである。今年度の予算の執行状
況を踏まえながら来年度の取組みについて再度
検討していきたい。

健康福祉
局

【健康福祉局】
　市長回答のとおり。
　なお、見直し後のガイドライン
は、本年６月から市ホームページで
公表しているほか、保健所窓口等に
て配布を行っている。
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【こども未来局】
　市長回答のとおり。

⑥ スマホやゲームなどメディアの脳
に及ぼす影響について、歯科指導
や栄養指導に加えて母子手帳や検
診などでも伝えてほしい。

⑥ 　母子健康手帳では、育児のポイントとして、
親子のふれあいの大切さであったり、言葉の発
達を促すためにも、乳幼児期にテレビやスマー
トフォン、タブレットなどの長い時間見ること
は控えるよう記載されている。
　1歳6カ月児健診、3歳児健診の個別相談、保健
センターや地域の福祉館等における育児相談に
おいて、パンフレット等を活用しながら、子ど
もたちが健やかに育つための必要な情報をしっ
かりと提供していきたい。

7 桜ヶ丘地
区民生員
児童委員
協議会

⑦ ・まだエレベーターが設置されて
いない市営住宅への設置計画をお
尋ねしたい。エレベーターが設置
されることで入居率も上がり、活
気のあるまちづくりに繋がると考
える。
・市営住宅の壁に動物や大きな
木、太陽国体の時の絵が描かれて
いると明るい住環境になるのでは
ないか。

⑦ 　平成２６年度から順次エレベーターや手摺の
設置、段差の解消など、足腰がある程度弱って
も暮らしやすい、そのような住宅を目指して一
歩ずつ進めている。
　今年度は新たに１３号棟、１４号棟に着手を
するが、エレベーターを着ける前に給排水の工
事を８月から行う。給排水の工事が終了し、年
明けの１月くらいからエレベーターの本体を付
け始め、だいたい１年間くらいのスケジュール
を見込んでいる。１３号棟、１４号棟のエレ
ベーター設置が終了したら次の設置していない
棟に順次エレベーターをつけていきたい。
　また、それまでの間、階段の上り下りに著し
い障害がある方には、上の階から下の階への住
み替えという仕組みもあるためご相談いただき
たい。
　なお、壁への件については、どういった課題
があるのか整理し、後日担当課から回答させた
い。

6 ちびっこく
らぶ

こども未
来局

建設局 【建設局】
　エレベーターの設置計画について
は、市長回答のとおり。
　また、市営住宅の外壁塗装は、２
５～３０年に一度の周期で実施して
おり、住棟の視認性を目的に住棟番
号等を標している。
　壁画については、こけ・降灰等に
よる汚損や、経年劣化による部分的
な外壁補修工事により、壁画の美観
の維持が困難な点等の課題もあるこ
とから、対応は難しい。
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10 桜ヶ丘地
区民生員
児童委員
協議会

⑩ 民生委員児童委員の任期途中の退
任が多く、経験年数が短いと市民
サービスの低下に繋がる。新任委
員の研修機会の充実、専門部ごと
の集合研修の開催を希望する。

⑩ 　新任の民生委員の方が自信をもって職務にあ
たるために、導入時や専門的な研修などが重要
であると考える。
　ただ、研修の方法について両方のご意見があ
り、集合研修を市全体でするのか、もしくは各
地区ごとに地区ごとの研修をするのかについて
は、今後市の民生委員児童委員の総意として、
集合研修の要望があれば開催を検討したいと思
う。ぜひ、協議会の方でまずは議論いただき、
その上でご意見をいただきたい。

健康福祉
局

【健康福祉局】
　市長回答のとおり。

　市営住宅全体としては、住みたいという方も
数多くいるため、引き続き桜丘の市営住宅の情
報を提供していくと共に、桜丘地域自体が住み
よい地域であるように私どもも努めていきた
い。

　がけ崩れの工事は規模によっては市の担当
と、県の担当と分かれており、ご質問頂いた部
分は県が担当する工事となっているため、説明
は県が実施するということになる。その中で、
県に聞き取りを行ったところ、説明会を令和3年
度に行う予定だったが、コロナ禍で人を集める
ことができず見送っているとのことであった。
　国の方では、現在、防災、減災、国土強靭化
に力を入れており、予算措置がされやすい時期
であるが、今後、予算措置のない時期に総意が
得られたとしても国の予算はないということに
なる。県の方からも皆様からの同意が取れるよ
うに説明をつくしていただきたいと考えてい
る。
　その中で、県の方にある程度、取り合ってみ
るが、県の方の担当工事になることから説明会
等は県の方にお願いをいただきたい。

桜丘東ま
ちづくり協
議会

⑧ 市営住宅について、空き部屋が多
く、70歳以上の高齢の方が多い。
住宅課に相談に行ったが、桜丘は
入居希望が少ないと言われた。な
んとか入居者を増やしてもらえな
いか。

9 桜丘西コ
ミュニティ
協議会

⑨ ３年前の大雨で発生したがけ崩れ
の補修のために、県から崩れた箇
所以外も雑木を順次伐採してのり
面を補強する計画があることを聞
かされた。防風の役割をしている
木の伐採には反対である。市はど
の程度把握しているのか。市の説
明会はないのか。

⑨

8 ⑧ 建設局 【建設局】
　市営住宅の入居者数は全市的に減
少が続いており、桜ケ丘住宅につい
ても同様である。
　空き家となった住宅については準
備が整った段階で定期募集を行って
おり、定期募集に申込みがなかった
住宅も随時募集により入居の促進を
図っているところである。

建設局 【建設局】
　市長回答のとおり。
　説明会等については、県の担当課
へ伝える。
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